
小城市外へ引っ越しされる方へ

転出届はマイナポータル
から手続きできます

◆ 事前に用意するもの

マイナンバーカード マイナポータルアプリ

・暗証番号(数字4桁)
・署名用電子証明書の
暗証番号
(英数字6～16文字)

※電子証明書が有効期限内
のものに限ります

二次元コードを読み込み
マイナポータルアプリを
ダウンロード

スマートフォンなどの
マイナンバーカードの
読み取りができる機械

転出届を「マイナポータル」で提出 転入手続き

マイナポータルで
情報を入力し、
転出届を提出

１

転出処理完了
メールの受領

２

転入先の窓口で
転入届の提出

３

新住所に住み始める30日前から
住み始めた日以後10日以内に手続きしてください。！

新住所に住み始めた
日から14日以内かつ、転出
予定日から30日以内に手続
きしてください。
手続きが遅れるとマイナン
バーカードが失効します。

！

マイナンバー総合フリーダイヤル：0120-95-0178
【小城市の担当窓口】市民課 ：0952-37-6100

詳細はこちら

スマートフォンなど

窓口に
行かない

手続き
約10分
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